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2023 年 11 月 13 日 

 各   位 

 

会 社 名 株 式 会 社 モ ダ リ ス 

代 表 者 代 表 取 締 役 C E O  森 田  晴 彦 

 （コード：4883、東証グロース） 

問合せ先 執 行 役 員 C F O  小 林  直 樹 

 （TEL. 03-6822-4584） 

 

第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び第

12 回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行条件等の決定に関するお知らせ 

 

 

当社は、2023 年 11 月７日（以下「発行決議日」といいます。）開催の取締役会決議に基づく EVO FUND（以下「割

当予定先」といいます。）を割当予定先とする、第三者割当による第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（以

下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債部分のみを「本社債」といいます。）及び第 12 回新株予約権（以

下「本新株予約権」といいます。）の発行に関し、2023 年 11 月 13 日（以下「条件決定日」といいます。）開催の

取締役会決議において発行条件等を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本新株予約

権付社債及び本新株予約権の詳細については 2023 年 11 月７日付当社プレスリリース「第三者割当による第１回無

担保転換社債型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び第 12 回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に

関するお知らせ」をご参照ください。 

 

記 

 

１．決定された本新株予約権付社債の発行条件等の概要 

① 払 込 期 日 2023 年 11 月 30 日 

② 新株予約権の総数 40 個 

③ 
各社債及び新株予約

権 の 発 行 価 額 

社債：総額金 500,000,000 円（各社債の金額 100 円につき金 100 円） 

新株予約権：新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しません。 

④ 
当 該 発 行 に よ る 

潜 在 株 式 数 

3,676,440 株（新株予約権１個につき 91,911 株） 

(1) 上記潜在株式数は、本新株予約権付社債が全て当初転換価額である

136 円で転換された場合における交付株式数です。 

(2) 上限転換価額はありません。 

(3) 下限転換価額は 68 円（以下「下限転換価額」といいます。）であ

り、本新株予約権付社債が全て当該下限転換価額で転換された場合に

おける最大交付株式数は、7,352,920 株（新株予約権１個につき

183,823 株）です。 

⑤ 調 達 資 金 の 額 総額 500,000,000 円 

⑥ 転 換 価 額 及 び 当初転換価額は 136 円とします。 
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転換価額の修正条件 (1) 本新株予約権付社債の転換価額は、2023 年 12 月１日に初回の修正が

され、以後３取引日が経過する毎に修正されます。本項に基づき転換

価額が修正される場合、転換価額は、直前に転換価額が修正された日

（当日を含みます。）から起算して３取引日目の日の翌取引日（以下

「CB 修正日」といいます。）に、当該 CB 修正日に先立つ３連続取引

日の各取引日（但し、終値が存在しない日を除きます。）において株

式会社東京証券取引所（以下「取引所」といいます。）が発表する当

社普通株式の普通取引の終値の単純平均値の 100％に相当する金額の

0.1 円未満の端数を切り捨てた額（以下「修正後転換価額」といいま

す。）に修正されます。 

(2) 上記(1)にかかわらず、上記(1)に基づく算出の結果、修正後転換価額

が下限転換価額を下回ることとなる場合には、修正後転換価額は下限

転換価額とします。 

⑦ 
募集又は割当て方法 

（ 割 当 予 定 先 ） 

第三者割当の方法によります。 

EVO FUND  500,000,000 円（40 個） 

⑧ 利率及び償還期日 
利率：本社債には利息を付しません。 

償還期日：2025 年 12 月１日 

⑨ 償 還 価 額 額面 100 円につき金 100 円 

⑩ そ の 他 

(1) 当社は、本社債の払込日以降の任意の日を償還日として、いつでも、

残存する本社債の一部又は全部を、本社債の金額 100 円につき金 100

円で償還します。かかる償還を行うために、当社は、償還日の２週間

以上前に、本新株予約権付社債に係る新株予約権付社債権者（以下

「本新株予約権付社債権者」といいます。）に対して、書面により償

還に必要な事項を記載した通知を行う必要があり、当社は、償還日に

おいて、残存する本社債の一部又は全部を本社債の金額 100 円につき

金 100 円で償還します。 

(2) 本新株予約権付社債権者は、本社債発行後、取引所における当社の普

通株式の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）が下限

転換価額を一度でも下回った場合、当該日以降の任意の日を償還日と

して、いつでも、残存する本社債の一部又は全部の償還を請求するこ

とができます。かかる請求を行うために、本新株予約権付社債権者

は、償還日の２週間前に、当社に対して、書面により償還に必要な事

項を記載した通知を行う必要があり、かかる請求が行われた場合、当

社は、当該請求に従い、償還日において、残存する本社債の一部又は

全部を本社債の金額 100 円につき金 100 円で償還します。 

(3) 本新株予約権付社債の譲渡については、当社取締役会の承認を要しま

す。 

(4) 当社は、割当予定先との間で本新株予約権付社債及び本新株予約権に

係る買取契約（以下「本件買取契約」といいます。）を締結する予定

です。本件買取契約において、(3)記載の譲渡制限に加え、以下の内

容が定められる予定です。 
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※行使優先条項 

割当予定先は、本新株予約権付社債の転換累計金額が本新株予約権の行使

累計金額を超えない限度でのみ、本新株予約権付社債を転換することがで

きます。 

 

２．決定された本新株予約権の発行条件等の概要 

① 割 当 日 2023 年 11 月 30 日 

② 発行新株予約権数 78,248 個 

③ 発 行 価 額 総額 5,320,864 円（新株予約権１個につき 68 円） 

④ 
当該発行による潜在

株 式 数 

7,824,800 株（本新株予約権１個につき 100 株） 

上限行使価額はありません。 

下限行使価額は 68 円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は

7,824,800 株であります。 

⑤ 調 達 資 金 の 額 総額 1,056,993,664 円（注） 

⑥ 
行 使 価 額 及 び 

行使価額の修正条件 

当初行使価額は、136 円とします。 

本新株予約権の行使価額は、2023 年 12 月１日に初回の修正がされ、以後

３取引日が経過する毎に修正されます。本項に基づき行使価額が修正され

る場合、行使価額は、直前に行使価額が修正された日（当日を含みま

す。）から起算して３取引日目の日の翌取引日（以下「新株予約権修正

日」といいます。）に、当該新株予約権修正日に先立つ３連続取引日の各

取引日（但し、終値が存在しない日を除きます。）において取引所が発表

する当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値の 100％に相当する金額

の 0.1 円未満の端数を切り捨てた額（以下「修正後行使価額」といいま

す。）に修正されます。但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が下限

行使価額である 68 円を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額

とします。 

⑦ 行 使 請 求 期 間 2023 年 12 月１日～2025 年 12 月１日 

⑧ 
募集又は割当て方法 

（ 割 当 予 定 先 ） 

第三者割当の方法によります。 

EVO FUND 78,248 個 

⑨ そ の 他 

当社は、割当予定先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を

条件として、割当予定先が本新株予約権を譲渡する場合には、当社取締役

会の決議による承認を要すること、行使優先条項等を規定する本件買取契

約を締結する予定です。なお、行使優先条項の内容については、上記

「１．決定された本新株予約権付社債の発行条件等の概要 ⑩その他」を

ご参照下さい。 

（注）本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額

から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正又は調整

された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使

期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の

額は変更します。加えて、上記調達資金の額の計算に際して用いられている本新株予約権の行使に

際して出資される財産の価額は、本新株予約権が全て当初行使価額で行使されたと仮定した場合の
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金額であり、実際の調達金額は本新株予約権の行使時における市場環境により変化する可能性があ

ります。 

 

３．調達する資金の額、使途及び支出予定時期 

（１）調達する資金の額 

① 払 込 金 額 の 総 額 1,569,493,664 円 

 本 新 株 予 約 権 付 社 債 の 払 込 金 額 の 総 額 500,000,000 円 

 本 新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 の 総 額 5,320,864 円 

 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 1,064,172,800 円 

② 発 行 諸 費 用 の 概 算 額 12,500,000 円 

③ 差 引 手 取 概 算 額 1,556,993,664 円 

（注）１．払込金額の総額は、本新株予約権付社債の発行価額及び本新株予約権の発行価額の総

額に、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額であり

ます。 

２．本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額は、全ての本新株予約権が当

初行使価額で行使されたと仮定して算出された金額です。行使価額が修正又は調整さ

れた場合には、払込金額の総額及び差引手取概算額は増加又は減少します。また、本

新株予約権の行使期間内に全部又は一部の行使が行われない場合及び当社が取得した

本新株予約権を消却した場合には、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の

合計額及び発行諸費用の概算額は減少します。 

３．発行諸費用の概算額は、主に本資金調達に係る弁護士費用、本新株予約権の価値評価

費用及びその他事務費用（有価証券届出書作成費用、払込取扱銀行手数料及び変更登

記費用等）の合計であります。 

４．発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

 

（２）調達する資金の具体的な使途 

 上記差引手取概算額 1,556,993,664 円につきましては、上記「２．募集の目的及び理由」に記載の内容を目

的として、下記のとおり充当する予定であります。 

 

具体的な使途 金額 

（百万円） 

支出予定時期 

① 自社パイプライン（主に筋疾患領域を

対象とした）の研究開発費（人件費を

除く） 

1,270 2023 年 12 月～2025 年 11 月 

② 研究開発を推進する研究員の人件費及

び採用費 
286 2023 年 12 月～2025 年 11 月 

合計 1,556  

（注）１．先ずは本新株予約権付社債により調達した資金を①に充当する予定です。また、本新

株予約権の行使状況又は行使期間における株価推移により想定どおりの資金調達がで

きなかった場合には、上記①を優先して行う予定であります。なお、本新株予約権の

行使時における株価推移により上記の使途に充当する支出予定金額を上回って資金調

達ができた場合には、超過分は上記①に充当する予定であります。 
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２．当社は、本新株予約権付社債及び本新株予約権により調達した資金を速やかに支出す

る計画でありますが、支出実行までに時間を要する場合には銀行預金等にて安定的な

資金管理を図る予定であります。 

その他、詳細につきましては、2023 年 11 月７日付当社プレスリリース「第三者割当による第１回無担保転換社債

型新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び第 12 回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行に関するお知ら

せ」をご参照ください。 

４．払込金額の算定根拠及びその具体的な内容 

（１） 本新株予約権付社債 

当社は発行決議日と同日である2023年11月７日に「2023年12月期第３四半期決算短信〔日本基準〕（連

結）」を公表しております。当社は、かかる公表による株価への影響を織り込んだ上で本新株予約権付社債

の発行価額を決定すべく、発行決議日時点における本新株予約権付社債の価値と条件決定日時点における本

新株予約権付社債の価値をそれぞれ算定し、条件決定日時点における評価額が当該発行決議日時点の本新株

予約権付社債の発行価額を上回った場合には、当該評価額を本新株予約権付社債の発行価額とすることとい

たしました。 

当社は、本新株予約権付社債の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の本件買取契約に定められ

た諸条件を考慮した本新株予約権付社債の価値評価を第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサル

ティング（東京都千代田区霞が関三丁目２番５号 代表取締役 CEO 野口真人）（以下「プルータス・コン

サルティング」といいます。）に依頼いたしました。プルータス・コンサルティングは、本新株予約権付社

債の発行要項等に定められた諸条件を考慮し、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーシ

ョンを用いて本新株予約権付社債の評価を実施しています。また、プルータス・コンサルティングは、評価

基準日（発行決議日時点：2023 年 11 月６日、条件決定日時点：2023 年 11 月 10 日）の市場環境や割当予定

先の権利行使行動等を考慮した一定の前提（当社の株価（発行決議日時点：136 円、条件決定日時点：127

円）、配当額（発行決議日時点：０円、条件決定日時点：０円）、無リスク利子率（発行決議日時点：

0.135％、条件決定日時点：0.105％）、当社株式の株価変動性（発行決議日時点：63.92％、条件決定日時

点：64.21％）及び市場出来高等）を置き、本新株予約権付社債の評価を実施しています。 

なお、本新株予約権付社債の転換価額につきましては、今後の当社の株価動向に基づき段階的に転換がな

されることを目的として、割当予定先との協議により、CB 修正日に、当該 CB 修正日に先立つ３連続取引日

の各取引日（但し、終値が存在しない日を除きます。）において取引所が発表する当社普通株式の普通取引

の終値の単純平均値の 100％に相当する金額の 0.1 円未満の端数を切り捨てた額に修正されるものとし、当

初の転換価額については 2023 年 11 月６日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の金額（以下

「発行決議日基準株価」といいます。）である 136 円に、下限転換価額については 68 円にそれぞれ設定さ

れており、最近６か月間の当社株価の水準と比べれば低い水準とはなりますが、発行決議日直前取引日の当

社株価と比べれば過度に低い水準となることはないものと考えております。 

その上で、当社は、発行決議日時点における本新株予約権付社債の発行価額（各社債の金額 100 円につき

金 100 円）をプルータス・コンサルティングが算定した発行決議日時点の評価額（各社債の金額 100 円につ

き金 98.4 円）を上回る金額で決定しており、本社債に新株予約権を付すことにより当社が得ることのでき

る経済的利益すなわち新株予約権の実質的な対価と新株予約権の公正な価値とを比較し、新株予約権の実質

的な対価が新株予約権の公正な価値を大きく下回る水準ではないことから、本新株予約権付社債の発行条件

が有利な条件に該当しないものと判断いたしました。 

また、株価変動等諸般の事情を考慮の上で2023年 11月 13日を条件決定日としたところ、条件決定日時点

のプルータス・コンサルティングが算定した評価額（各社債の金額 100 円につき金 98.3 円）を踏まえ、本

新株予約権付社債の発行価額を各社債の金額 100 円につき金 100 円で決定いたしました。本新株予約権付社

債の発行価額の決定方法は、既存株主の利益を害するおそれを回避することを目的とした合理性を有するも
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のであり、本新株予約権付社債の発行価額は、かかる決定方法に基づき、上記のとおり、当該算定機関にお

ける条件決定日時点の本新株予約権付社債の評価額を参考に、当該評価額を上回る金額で決定されているた

め、有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。 

また、当社監査等委員会から、本新株予約権付社債の発行条件は、第三者算定機関が当社と継続した取引

関係になく、割当予定先からも独立した立場にあるため、その選定が妥当であること、発行価額が当該第三

者算定機関によって算出された上記の価値評価額を大きく下回る水準でないこと、並びに当該第三者算定機

関の計算方法及び前提条件に不合理な点が認められないことから、割当予定先に特に有利な金額での発行に

該当せず、適法である旨の意見を得ております。 

 

（２） 本新株予約権 

当社は発行決議日と同日である2023年11月７日に「2023年12月期第３四半期決算短信〔日本基準〕（連

結）」を公表しております。当社は、かかる公表による株価への影響を織り込んだ上で本新株予約権の払込

金額を決定すべく、発行決議日時点における本新株予約権の価値と条件決定日時点における本新株予約権の

価値をそれぞれ算定し、高い方の金額を基準として本新株予約権の払込金額を決定しました。 

当社は、本新株予約権の発行要項及び割当予定先との間で締結する予定の本件買取契約に定められた諸条

件を考慮した本新株予約権の価値評価を第三者算定機関であるプルータス・コンサルティングに依頼いたし

ました。プルータス・コンサルティングは、本新株予約権の発行要項等に定められた諸条件を考慮し、一般

的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを用いて本新株予約権の評価を実施しています。

また、プルータス・コンサルティングは、評価基準日（発行決議日時点：2023 年 11 月６日、条件決定日時

点：2023 年 11 月 10 日）の市場環境や割当予定先の権利行使行動等を考慮した一定の前提（当社の株価（発

行決議日時点：136 円、条件決定日時点：127 円）、配当額（発行決議日時点：０円、条件決定日時点：０

円）、無リスク利子率（発行決議日時点：0.135％、条件決定日時点：0.105％）、当社株式の株価変動性

（発行決議日時点：63.92％、条件決定日時点：64.21％）及び市場出来高等）を置き、本新株予約権の評価

を実施しています。 

なお、本新株予約権の行使価額につきましては、今後の当社の株価動向に基づき段階的に行使がなされる

ことを目的として、割当予定先との協議により、新株予約権修正日に、当該新株予約権修正日に先立つ３連

続取引日の各取引日（但し、終値が存在しない日を除きます。）において取引所が発表する当社普通株式の

普通取引の終値の単純平均値の 100％に相当する金額の 0.1 円未満の端数を切り捨てた額に修正されるもの

とし、当初の行使価額については発行決議日基準株価に、下限行使価額については 68 円にそれぞれ設定さ

れており、最近６か月間の当社株価の水準と比べれば低い水準とはなりますが、発行決議日直前取引日の当

社株価と比べれば過度に低い水準となることはないものと考えております。 

その上で、当社は、当該算定機関が上記前提条件を基に算定した発行決議日時点の評価額（新株予約権１

個当たり 68 円）を参考に、割当予定先との間での協議を経て、発行決議日時点における本新株予約権の１

個の払込金額を 68 円と決定いたしました。本新株予約権の発行価額の決定にあたっては、当該算定機関が

公正な評価額に影響を及ぼす可能性のある事象を前提として考慮し、新株予約権の評価額の算定手法として

一般的に用いられているモンテカルロ・シミュレーションを用いて公正価値を算定していることから、当該

算定機関の算定結果は合理的な公正価格であると考えられ、当該評価額を大きく下回らない水準で決定され

ている本新株予約権の発行価額は、有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。 

また、株価変動等諸般の事情を考慮の上で2023年 11月 13日を条件決定日としたところ、条件決定日時点

の本新株予約権１個当たりの評価額は 62 円と算定され、当社は、これを参考として条件決定日時点の本新

株予約権１個当たりの払込金額を、上記評価額と同額となるよう、本新株予約権の１個の払込金額を 62 円

と決定しました。その上で、両時点における払込金額を比較し、より既存株主の利益に資する払込金額とな

るように、最終的に本新株予約権１個当たりの払込金額を 68 円と決定しました。本新株予約権の払込金額
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の決定方法は、既存株主の利益を害するおそれを回避することを目的とした合理性を有するものであり、本

新株予約権の払込金額は、かかる決定方法に基づき、上記のとおり、当該算定機関における条件決定日時点

の本新株予約権の算定結果を参考に、割当予定先との間での協議を経て、当該算定結果と同額と決定されて

いるため、有利発行には該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。 

また、当社監査等委員会から、本新株予約権の発行条件は、第三者算定機関が当社と継続した取引関係に

なく、割当予定先からも独立した立場にあるため、その選定が妥当であること、発行価額が当該第三者算定

機関によって算出された当該評価額と同額で決定されていること、並びに当該第三者算定機関の計算方法及

び前提条件に不合理な点が認められないことから、割当予定先に特に有利な金額での発行に該当せず、適法

である旨の意見を得ております。 
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別紙１  

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行要項 

 

1. 社債の名称 

株式会社モダリス第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち

社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。） 

 

2. 社債の総額 

金 500,000,000 円 

 

3. 各社債の金額 

金 12,500,000 円の１種 

 

4. 払込金額 

各本社債の金額 100 円につき金 100 円 

但し、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないものとする。 

 

5. 本新株予約権付社債の券面 

無記名式とし、社債券及び新株予約権証券は発行しない。 

なお、本新株予約権付社債は会社法第 254 条第２項本文及び第３項本文の定めにより、本社債又は本新株予約

権のうち一方のみを譲渡することはできない。 

 

6. 利率 

本社債には利息を付さない。 

 

7. 担保・保証の有無 

本新株予約権付社債には担保及び保証は付されておらず、また、本新株予約権付社債のために特に留保されて

いる資産はない。 

 

8. 申込期日 

2023 年 11 月 30 日 

 

9. 本社債の払込期日及び本新株予約権の割当日 

2023 年 11 月 30 日 
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10. 募集の方法 

第三者割当の方法により、EVO FUND に全額を割り当てる。 

 

11. 本社債の償還の価額、方法及び期限 

(1) 本社債は、2025 年 12 月１日に、その総額を本社債の金額 100 円につき金 100 円で償還する。但し、繰上償還

に関しては、本項第(3)号乃至第(6)号に定めるところによる。 

(2) 本項に定める償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 

(3) 当社は、本社債の払込日以降の任意の日を償還日として、いつでも、残存する本社債の一部又は全部を、本社

債の金額 100 円につき金 100 円で償還する。かかる償還を行うために、当社は、償還日の２週間以上前に、本

新株予約権付社債権者に対して、書面により償還に必要な事項を記載した通知を行う必要があり、当社は、償

還日において、残存する本社債の一部又は全部を本社債の金額 100 円につき金 100 円で償還する。 

(4) 本新株予約権付社債権者は、本社債発行後、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）における当

社の普通株式の終値（同日に終値がない場合には、その直前の終値）が下限転換価額（下記第 12 項第(4)号④

に定義する。）を一度でも下回った場合、当該日以降の任意の日を償還日として、いつでも、残存する本社債

の一部又は全部の償還を請求することができる。かかる請求を行うために、本新株予約権付社債権者は、償還

日の２週間前に、当社に対して、書面により償還に必要な事項を記載した通知を行う必要があり、かかる請求

が行われた場合、当社は、当該請求に従い、償還日において、残存する本社債の一部又は全部を本社債の金額

100 円につき金 100 円で償還する。 

(5) 組織再編行為による繰上償還 

当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割若しくは新設分割（吸収分割承継会社若しくは新設分割設立会

社が、本新株予約権付社債に基づく当社の義務を引き受け、かつ本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交

付する場合に限る。）、又は当社が完全子会社となる株式交換、株式移転若しくは株式交付（以下「組織再編

行為」という。）につき当社株主総会で承認決議した場合又は当該計画を公表した場合、本新株予約権付社債

権者の書面による請求があった場合には、当該請求日の翌銀行営業日以降で両者が合意する日において、残存

する本社債の全部又は一部を各社債の金額 100 円につき 100 円で償還する。 

(6) 上場廃止等による繰上償還 

当社は、当社が発行する株式が取引所により監理銘柄、特設注意市場銘柄若しくは整理銘柄に指定された場合

又は上場廃止となった場合には、当該銘柄に指定された日又は上場廃止が決定した日以降、本新株予約権付社

債権者から書面による請求があった場合には、当該請求日の翌銀行営業日に残存する本社債の全部又は一部を

各社債の金額 100 円につき 100 円で償還する。 

 

12. 本新株予約権の内容 

(1) 本社債に付された本新株予約権の数 

各本社債に付された本新株予約権の数は１個とし、合計 40 個の本新株予約権を発行する。 

(2) 本新株予約権と引換えにする金銭の払込みの要否 

本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。 

(3) 本新株予約権の目的である株式の種類及び数の算定方法 

① 種類 

当社普通株式 

② 数 

本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社普通株

式を処分（以下、当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という｡）する数は、行使請求に
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係る本社債の払込金額の総額を第(4)号③に定める転換価額で除して得られる最大の整数とする。但し、行

使により生じる 1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。 

(4) 本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法 

① 各本新株予約権の行使に際して出資される財産 

当該本新株予約権に係る本社債 

② 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

当該本新株予約権に係る本社債の金額と同額とする。 

③ 転換価額 

転換価額は、当初、136 円とする。但し、下記④又は⑤の規定に従って修正又は調整される。 

④ 転換価額の修正 

(ｲ) 転換価額は、2023 年 12 月１日に初回の修正がされ、以後３取引日（取引所において売買立会が行われて

いる日をいう。以下同じ。）が経過する毎に修正される。本項に基づき転換価額が修正される場合、転換

価額は、直前に転換価額が修正された日（当日を含む。）から起算して３取引日目の日の翌取引日（以下

「修正日」という。）に、修正日に先立つ３連続取引日の各取引日（但し、終値が存在しない日を除

く。）において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値の 100％に相当する金額の

0.1 円未満の端数を切り捨てた額（以下「修正後転換価額」という。）に修正される。 

(ﾛ) 上記(ｲ)にかかわらず、上記(ｲ)に基づく算出の結果、修正後転換価額が 68 円（以下「下限転換価額」と

いい、下記⑤の規定を準用して調整される。）を下回ることとなる場合には、修正後転換価額は下限転換

価額とする。 

⑤ 転換価額の調整 

(ｲ) 当社は、当社が本新株予約権付社債の発行後、下記(ﾛ)に掲げる各事由により当社株式が交付され、当社

の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式（以下「転換

価額調整式」という｡）をもって転換価額を調整する。 

      
交付普通株式

数 
× 

1 株あたりの 

払込金額 

調整後の

転換価額 
＝ 

調整前の

転換価額 
× 

既発行

普通株

式数 

＋ 

時 価 

既発行普通株式数 ＋ 交付普通株式数 

(ﾛ) 転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及び調整後の転換価額の適用時期については、次に定め

るところによる。 

(a) 下記(ﾆ)(b)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行する場合（但し、無償

割当てによる場合、事後交付型株式報酬制度に基づき当社の取締役に対し当社普通株式を新たに発行

し、若しくは当社の保有する当社普通株式を処分する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株

予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡）の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の

取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及

び会社分割、株式交換、合併又は株式交付により当社普通株式を交付する場合を除く｡） 

調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とする｡）の翌日以

降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合

はその日の翌日以降これを適用する。 
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(b) 株式分割又は株式無償割当により普通株式を発行する場合 

調整後の転換価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通

株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当

について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主（普通株主を除

く。）に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適

用する。 

(c) 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに下記(ﾆ)(b)に定める時価を下回る払込金額をもって

当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記(ﾆ)(b)に定める時価を下回る払込金額

をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む｡但

し、第 12 回新株予約権を除く。）を発行又は付与する場合（但し、当社又はその関係会社（財務諸表

等の用語、様式及び作成方法に関する規則第８条第８項に定める関係会社をいう。）の取締役その他

の役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。） 

調整後の転換価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の

証券又は権利の全部が当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付された

ものとみなして転換価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日（新株予約権又は新株予約権

付社債の場合は割当日)の翌日以降又は（無償割当の場合は）効力発生日の翌日以降これを適用する。

但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適

用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株

式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない

場合、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若

しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使さ

れて当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対

価が確定した日の翌日以降、これを適用する。 

(d) 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む｡）の取得と引換えに下記(ﾆ)(b)に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合 

調整後の転換価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

(e) 本号(a)乃至(c)の場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、

取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号(a)乃至(c)にかかわらず、調整後

の転換価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌

日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出

方法により、当社普通株式を交付する。 

 

株式数 

 

＝ 

調整前の 

転換価額 
－ 

調整後の 

転換価額 
× 

調整前の転換価額により 

当該期間内に交付された株式数 

調整後の転換価額 

この場合、１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。 

(ﾊ) 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が１円未満にとどまる場

合は、転換価額の調整は行わない。但し、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換価額を

調整する場合には、転換価額調整式中の調整前の転換価額に代えて調整前の転換価額からこの差額を差し

引いた額を使用する。 
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(ﾆ)(a) 転換価額調整式の計算については、0.1 円未満の端数を四捨五入する。 

(b) 転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額が初めて適用される日に先立つ 45 取引日目に始

まる 30 取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（終値のない日数を除く｡）

とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。 

(c) 転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある

場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の転換価額を初めて適用する日の１ヶ月前

の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除

した数とする。また、上記(ﾛ)(e)の場合には、転換価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基

準日において当社が有する当社普通株式に割当てられる当社の普通株式数を含まないものとする｡ 

(ﾎ) 上記(ﾛ)記載の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権

付社債権者と協議の上、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。 

(a) 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式交換、合併又は株式交付のために転換価額の調整を必要と

するとき。 

(b) その他当社の普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により転換価額の調整を必要

とするとき。 

(c) 転換価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出に

あたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 

(ﾍ) 転換価額の調整を行うときは、当社は、調整後の転換価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権付社

債権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用

開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、上記(ﾛ)(e)に定める場合その他適用開始日の前日まで

に上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。 

(5) 本新株予約権を行使することができる期間 

本新株予約権の行使期間は、2023 年 12 月１日から 2025 年 12 月１日まで（以下「行使請求期間」という。）

とする。但し、以下の期間については、本新株予約権を行使することができない。 

① 当社普通株式に係る株主確定日、その前営業日及び前々営業日 

② 株式会社証券保管振替機構が必要であると認めた日 

③ 当社が、第 11 項第(3)号乃至第(6)号に基づき本社債を繰上償還する場合は、償還日の前銀行営業日以降 

④ 当社が、第 14 項に基づき本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益を喪失した時以降 

(6) 本新株予約権の行使の条件 

各本新株予約権の一部行使はできないものとする。 

(7) 本新株予約権の取得条項 

本新株予約権の取得条項は定めない。 

(8) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条の定めるとこ

ろに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合

はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額

を減じた額とする。 

(9) 本新株予約権の行使請求の方法 

① 本新株予約権付社債権者は、本新株予約権を行使する場合、当社の定める行使請求書に、行使請求しよう

とする本新株予約権に係る本新株予約権付社債を表示し、行使に係る本新株予約権の内容及び数、新株予
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約権を行使する日等を記載してこれに記名捺印した上、行使請求期間中に第 19 項に定める行使請求受付

場所に提出しなければならない。 

② 本号に従い行使請求が行われた場合、その後これを撤回することができない。 

③ 本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求書が行使請求受付場所に到達した日に発生する。 

(10) 本新株予約権の譲渡制限 

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 

(11) 当社は、本新株予約権の行使の効力が発生した日以後、遅滞なく振替株式の新規記録又は自己株式の当社名義

からの振替によって株式を交付する。 

 

13. 担保提供制限 

当社は、本新株予約権付社債の未償還残高が存する限り、本新株予約権付社債発行後、当社が国内で今後発行

する他の転換社債型新株予約権付社債に担保権を設定する場合には、本新株予約権付社債のためにも、担保付

社債信託法に基づき、同順位の担保権を設定する。なお、転換社債型新株予約権付社債とは、会社法第２条第

22号に定められた新株予約権付社債であって、会社法第 236 条第１項第３号の規定に基づき、新株予約権の行

使に際して、当該新株予約権に係る社債を出資の目的とすることが新株予約権の内容とされたものをいう。 

 

14. 期限の利益喪失に関する特約 

(1) 当社は、次のいずれかの事由が発生した場合には、本社債につき期限の利益を喪失する。 

① 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができ

ないとき。 

② 当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失し、若しくは期限が到来してもその弁済をする

ことができないとき、又は当社以外の社債若しくはその他の借入金債務に対して当社が行った保証債務に

ついて履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。 

③ 当社が、当社の破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てをし、

又は当社の取締役会において解散（合併の場合を除く。）の議案を株主総会に提出する旨の決議を行った

とき。 

④ 当社が破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生法手続開始の決定又は特別清算開始の命令を受

けたとき。 

(2) 当社が第 11 項、第 12 項第(4)号④若しくは⑤、同項第(11)号又は第 13 項の規定に違背し、３銀行営業日以内

にその履行がなされない場合、本新株予約権付社債権者は、その判断により当社が期限の利益を失ったものと

みなすことができる。 

 

15. 社債管理者 

本新株予約権付社債に、社債管理者は設置しない。 

 

16. 元金支払事務取扱場所（元金支払場所） 

株式会社モダリス 経営管理部 

東京都中央区日本橋本町 3-11-5 日本橋ライフサイエンスビルディング 2 7F 

17. 本新株予約権付社債権者に対する通知の方法 

本新株予約権付社債権者に対する通知は、当社の定款所定の公告の方法によりこれを行う。但し、法令に別段

の定めがある場合を除き、公告に代えて各本新株予約権付社債権者に対し直接に書面により通知する方法によ

ることができる。 



14 

 

 

18. 社債権者集会に関する事項 

(1) 本社債の社債権者集会は、当社がこれを招集するものとし、開催日の少なくとも２週間前までに本社債の社債

権者集会を招集する旨及び会社法第 719 条各号所定の事項を公告又は通知する。 

(2) 本社債の社債権者集会は、本新株予約権付社債権者と当社との間で特段の合意が無い限り、東京都においてこ

れを行う。 

(3) 本社債の種類（会社法第 681 条第１号に定める種類をいう。）の社債の総額（償還済みの額を除き、当社が有

する当該社債の金額の合計額は算入しない。）の10分の１以上にあたる本社債を有する本新株予約権付社債権

者は、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を当社に提出して、社債権者集会の招集

を請求することができる。 

 

19. 行使請求受付場所 

みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 

 

20. 本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこととする理由 

本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、かつ

本新株予約権の行使に際して当該本新株予約権に係る本社債が出資され、本社債と本新株予約権が相互に密接

に関係することを考慮し、また、本新株予約権の価値と、本社債の利率、繰上償還及び発行価額等のその他の

発行条件により当社が得られる経済的価値とを勘案して、本新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しないこ

ととした。 

 

21. その他 

(1) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

(2) その他本新株予約権付社債発行に関し必要な事項は、当社代表取締役 CEO に一任する。 
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別紙２  

株式会社モダリス 

第 12 回新株予約権発行要項 

１． 新株予約権の名称 第 12 回新株予約権 

（以下「本新株予約権」という｡） 

２． 本新株予約権の払込金額の総額 金 5,320,864 円(本新株予約権 1個あたり 68 円) とす

る。 

３． 申込期日 2023 年 11 月 30 日 

４． 割当日及び払込期日 2023 年 11 月 30 日 

５． 募集の方法 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を EVO 

FUND に割り当てる。 

６． 新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法 

(1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。 

(2) 本新株予約権の目的である株式の総数は 7,824,800 株（本新株予約権 1個あたり 100 株

（以下「割当株式数」という。））とする。 

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整

するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていな

い本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる 1株未満の端数

については、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議

により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。 

７． 本新株予約権の総数 78,248 個 

８． 各本新株予約権の払込金額 金 68 円 

９． 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法 

(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額（以下に定義する。）

に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより１円未満の端数が生じる場合は、これ

を切り捨てる。 

(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付（当社普通株式を新たに発行し、又

は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。）する場合における株

式１株あたりの出資される財産の価額（以下「行使価額」という。）は、当初、136 円と

する。 

１０． 行使価額の修正 

(1) 行使価額は、2023 年 12 月１日に初回の修正がされ、以後３取引日（株式会社東京証券取

引所（以下「取引所」という。）において売買立会が行われている日をいう。以下同

じ。）が経過する毎に修正される。本項に基づき行使価額が修正される場合、行使価額

は、直前に行使価額が修正された日（当日を含む。）から起算して３取引日目の日の翌取

引日（以下「修正日」という。）に、修正日に先立つ３連続取引日の各取引日（但し、終

値が存在しない日を除く。）において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の

単純平均値の 100％に相当する金額の 0.1 円未満の端数を切り捨てた額（以下「修正後行
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使価額」という。）に修正される。但し、かかる算出の結果、修正後行使価額が下限行使

価額である 68 円を下回る場合には、修正後行使価額は下限行使価額とする。 

(2) 下限行使価額は、当初 68 円とする。 

(3) 下限行使価額は、第 11 項の規定を準用して調整される。 

１１． 行使価額の調整 

(1) 当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交

付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次

に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整する。 

 

調整後 

行使価額 

 

＝ 

 

調整前 

行使価額 

 

× 

既発行 

普通株式数 
＋ 

交付普通株式数×1 株あたりの払込金額 

時価 

既発行普通株式数＋交付普通株式数 

(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期に

ついては、次に定めるところによる。 

① 本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する

場合（但し、無償割当てによる場合、事後交付型株式報酬制度に基づき当社の取締役

に対し当社普通株式を新たに発行し、若しくは当社の保有する当社普通株式を処分す

る場合又は当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換え

に交付する場合、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約

権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使によって当社普通株式を交付する

場合、及び会社分割、株式交換、合併又は株式交付により当社普通株式を交付する場

合を除く。）、調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられてい

るときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。）の翌日以降、又はかかる発行

若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はそ

の日の翌日以降これを適用する。 

② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、

株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割

当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無

償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株

主（普通株主を除く。）に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生

日の翌日以降、それぞれこれを適用する。 

③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る

価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがある取得請求権付株式を発行する場

合（無償割当の場合を含む。）又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって

当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券

若しくは権利（但し、第1回転換社債型新株予約権付社債を除く。）を発行又は付与す

る場合（無償割当の場合を含むが、当社又はその関係会社（財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則第8条第8項に定める関係会社をいう。）の取締役その他の

役員又は使用人に新株予約権を割り当てる場合を除く。）、調整後行使価額は、発行

される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権

利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付さ

れたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日（新株予

約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日）の翌日以

降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌

日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普

通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証

券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の

確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債
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その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社

普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、

当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。 

④ 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付さ

れたものを含む。）の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額でもっ

て当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用す

る。 

⑤ 本号①乃至③の各取引において、その権利の割当のための基準日が設定され、かつ、

各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承

認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、

当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の

翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対

しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。 

株式数 ＝ 

（調整前行使価額－調整後行使価額）

× 

調整前行使価額により当該期間内に 

交付された株式数 

調整後行使価額 

この場合に 1株未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わな

い。 

(3) 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が１円未満

にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整

を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使

価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。 

(4) 行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。 

① 0.1 円未満の端数を四捨五入する。 

② 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日（但し、本項第(2)号

⑤の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通

株式の普通取引の終値の平均値（当日付で終値のない日数を除く｡）とする。この場

合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。 

③ 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、

基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発

行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数と

する。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数

は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含

まないものとする｡ 

(5) 本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社

は、必要な行使価額の調整を行う。 

① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全

親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。 

② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使

価額の調整を必要とするとき。 

③ 行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使

価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があ

るとき。 

(6) 本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用す

る日が第 10 項に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行

う。 

(7) 第 10 項及び本項に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、
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あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、修正又は調整前行使価額、修正又は調整

後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権

に係る新株予約権者（以下「本新株予約権者」という。）に通知する。但し、本項第(2)

号⑤の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用

の日以降速やかにこれを行う。 

１２． 本新株予約権の行使期間 

2023 年 12 月１日（当日を含む。）から 2025 年 12 月１日（当日を含む。）までとする。 

１３． その他の本新株予約権の行使の条件 

本新株予約権の一部行使はできない。 

１４． 新株予約権の取得事由 

当社は、本新株予約権の取得が必要と当社取締役会が決議した場合には、本新株予約権の払込

期日の翌日以降、会社法第 273 条及び第 274 条の規定に従って、取得日の２週間前までに通知

をしたうえで、当社取締役会で定める取得日に、本新株予約権１個あたり払込金額にて、残存

する本新株予約権の全部を取得することができる。 

１５． 新株予約権証券の発行 

当社は、本新株予約権に係る新株予約権証券を発行しない。 

１６． 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社

計算規則第 17 条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし

（計算の結果１円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本金

等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 

１７． 新株予約権の行使請求の方法 

(1) 本新株予約権を行使請求しようとする場合は、第 12 項に定める行使期間中に第 19 項記載

の行使請求受付場所に行使請求に必要な事項を通知しなければならない。 

(2) 本新株予約権を行使請求しようとする場合は、前号の行使請求に必要な事項を通知し、か

つ、本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全額を現金にて第 20 項に定

める払込取扱場所の当社が指定する口座に振り込むものとする。 

(3) 本新株予約権の行使請求の効力は、第 19 項記載の行使請求受付場所に行使請求に必要な

事項が全て通知され、かつ当該本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる金銭の全

額（行使請求に必要な事項の通知と同日付で第 10 項に定める行使価額の修正が行われる

場合には、当該修正後の行使価額に基づき算定される金額とする。）が前号に定める口座

に入金された日に発生する。 

１８． 株券の交付方法 

当社は、行使請求の効力発生後、当該本新株予約権者が指定する振替機関又は口座管理機関に

おける振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する。 

１９． 行使請求受付場所 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部 

２０． 払込取扱場所 株式会社みずほ銀行 築地支店 
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２１． 新株予約権の払込金額及びその行使に際して出資される財産の価額の算定理由 

本新株予約権及び本新株予約権に係る買取契約の諸条件を考慮して、一般的な価格算定モデル

であるモンテカルロ・シミュレーションによる算定結果を参考に、本新株予約権１個の払込金

額を第８項記載のとおりとした。さらに、本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき金額

は第９項記載のとおりとする。 

２２． 社債、株式等の振替に関する法律の適用等 

本新株予約権は、社債、株式等の振替に関する法律に定める振替新株予約権とし、その全部に

ついて同法の規定の適用を受けるものとする。また、本新株予約権の取扱いについては、株式

会社証券保管振替機構の定める株式等の振替に関する業務規程、同施行規則その他の規則に従

うものとする。 

２３． 振替機関の名称及び住所 

株式会社証券保管振替機構 

東京都中央区日本橋兜町７番１号 

２４． その他 

(1) 会社法その他の法律の改正等、本要項の規定中読み替えその他の措置が必要となる場合に

は、当社は必要な措置を講じる。 

(2) 上記各項については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。 

(3) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社代表取締役 CEO に一任する。 

 

 


